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生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
あ
る
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　
　

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

所　

在　

地

指
定
年
月
日

園　

田　

邦　

明

ま
ご
こ
ろ
鍼
灸
整

骨
院

豊
後
高
田
市
新
地
一
九
三
四
番
地
一

令　

三
・　

三
・　

一

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
（
開
設

者
で
な
い
施
術
者
）
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

（
告
示
）
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二

施
術
者
の
氏
名

施　

術　

者　

の　

住　

所

指
定
年
月
日

小
山
田　
　
　

笑

別
府
市
石
垣
西
七
︱
一
︱
四
一
平
成
ビ
ル
四
〇
一

令　

三
・　

二
・
二
二

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
五
号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
大
分
市
に
係
る
農
業
振
興
地
域
の
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

大
分
農
業
振
興
地
域
の
区
域

　

次
の
図
の
と
お
り

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
農
地
活
用
・
集
落
営
農
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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分
県
告
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百
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号

　

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
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法
律
（
昭
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四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号
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第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
中
津
市
に
係
る
農
業
振
興
地
域
の
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

中
津
農
業
振
興
地
域
の
区
域

　

次
の
図
の
と
お
り

　

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
農
林
水
産
部
農
地
活
用
・
集
落
営
農
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
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百
七
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

（
告
示
）

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
二
号

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
岩
ノ
下
四
二
三
二
番
八
地

先
か
ら

日
田
市
大
山
町
西
大
山
字
イ
カ
ダ
バ
六
〇
五
九
番
一

四
ま
で

令
三
・　

三
・
二
八

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
八
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
区
域

以
外
の
地
域
の
臨
港
地
区
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

指
定
の
区
域

名　
　
　
　

称

位　
　
　
　
　
　

置

面　
　

積

摘　
　

要

佐
賀
関
港
臨
港
地
区

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
太
田
、

字
臼
手
、
字
金
山
、
字
山
田
、

字
上
浦
町
、
字
須
賀
、
字
日
向

泊
及
び
字
広
浦
の
各
字
の
一
部

約
一
八
・
二

　
　
　

ヘ
ク
タ
ー
ル
　

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課

　
　

大
分
市
向
原
西
一
丁
目
三
番
三
十
三
号　

大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
縦
覧
場
所
に
図
書
を
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
九
号

　

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
佐
賀
関
港
臨
港

地
区
内
に
次
の
よ
う
に
分
区
を
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

商
港
区
（
別
紙
二
図
面
黄
色
の
部
分
）

　
　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
太
田
の
一
部



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
報

三

（
告
示
）

二　

工
業
港
区
（
別
紙
二
図
面
紺
色
の
部
分
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
上
浦
町
の
一
部
、
字
須
賀
の
一
部
、
字
日
向
泊
の
一
部
、
字
広
浦
の
一
部

三　

漁
港
区
（
別
紙
二
図
面
赤
色
の
部
分
）

　
　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
太
田
の
一
部
、
字
臼
手
の
一
部
、
字
金
山
の
一
部
、
字
山
田
の
一
部

四　

保
安
港
区
（
別
紙
二
図
面
緑
色
の
部
分
）

　
　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
字
太
田
の
一
部

　

（
別
紙
二
図
面
は
、
大
分
土
木
事
務
所
大
分
港
振
興
室
及
び
大
分
県
土
木
建
築
部
港
湾
課
に
備
え
置
い

て
、
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
号

　

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

指
定
区

域
の
名

称　
　

所　
　
　
　
　
　
　

在　
　
　
　
　
　
　

地

市
町
村

大　

字

字

地　
　
　
　
　
　
　

番

徳
浦
本

町　
　

津
久
見

市　
　

徳
浦　

平
ノ
前

田
ノ
内

一
〇
七
六
番
一
の
一
部
（
標
柱
九
号
、
一
号
及
び
二
号
を
順

次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
及
び
一
〇
七
九
番

一
〇
八
〇
番
、
一
一
〇
九
番
二
の
一
部
（
標
柱
七
号
と
八
号

を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一
〇
九
番
三
の
一
部

（
標
柱
七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一

〇
九
番
五
、
一
一
一
〇
番
、
一
一
一
六
番
か
ら
一
一
一
九
番

ま
で
、
一
一
二
〇
番
一
か
ら
一
一
二
〇
番
四
ま
で
、
一
一
二

〇
番
六
、
一
一
二
六
番
二
、
一
一
二
七
番
一
か
ら
一
一
二
七

番
三
ま
で
、
一
一
三
九
番
か
ら
一
一
四
一
番
ま
で
、
一
一
四

八
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部

分
）
、
一
一
五
〇
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結
ん
だ

線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
五
一
番
の
一
部
（
標
柱
四
号
と

五
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
五
二
番
、
一
一

五
三
番
、
一
一
五
四
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
五
号
を
結

ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
五
四
番
二
の
一
部
（
標
柱

四
号
と
五
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
五
五
番

一
、
一
一
五
五
番
二
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ

徳
浦
本

大
久
保

平
ノ
上

線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
一
五
六
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号

と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
一
五
六
番
二
の

一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、

一
一
五
七
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南

側
の
部
分
）
、
一
一
五
八
番
一
、
一
一
五
八
番
二
の
一
部

（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
一

五
八
番
三
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側

の
部
分
）
、
一
一
五
九
番
、
一
一
六
〇
番
、
一
一
六
一
番

一
、
一
一
六
一
番
二
、
一
一
六
二
番
か
ら
一
一
六
四
番
ま

で
、
一
一
六
五
番
一
、
一
一
六
五
番
二
、
一
一
六
六
番
一
、

一
一
六
六
番
二
、
一
一
六
七
番
一
、
一
一
六
七
番
二
、
一
一

六
八
番
一
か
ら
一
一
六
八
番
三
ま
で
、
一
一
六
九
番
一
か
ら

一
一
六
九
番
三
ま
で
、
一
一
七
〇
番
一
、
一
一
七
〇
番
七
、

一
一
七
〇
番
八
、
一
一
七
二
番
一
、
一
一
七
二
番
二
、
一
一

七
三
番
一
、
一
一
七
三
番
二
、
一
一
七
四
番
か
ら
一
一
八
一

番
ま
で
、
一
一
八
二
番
一
、
一
一
八
二
番
二
、
一
一
八
三

番
、
一
一
八
四
番
二
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ

線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
一
八
五
番
一
、
一
一
八
五
番
三
の

一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、

一
一
八
六
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南

側
の
部
分
）
、
一
一
八
七
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を

結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
一
八
九
番
二
及
び
一
一
八

九
番
三
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の

部
分
）

一
一
九
〇
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
南

側
の
部
分
）
、
一
一
九
三
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を

結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
一
九
四
番
の
一
部
（
標
柱

二
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、

一
一
九
五
番
か
ら
一
二
〇
二
番
ま
で
、
一
二
〇
三
番
一
の
一

部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
及
び

一
二
〇
三
番
二
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の

南
側
の
部
分
）

一
二
一
四
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
南

側
の
部
分
）
、
一
二
一
五
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を

結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
一
二
一
六
番
、
一
二
一
七
番

の
一
部
（
標
柱
一
号
か
ら
三
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
東

側
の
部
分
）
及
び
一
二
一
九
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号

を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）

一
〇
七
六
番
二
の
一
部
（
標
柱
九
号
、
一
号
及
び
二
号
を
順



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
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四

町　
　

次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
〇
七
六
番
三
の
一
部

（
標
柱
九
号
、
一
号
及
び
二
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の

部
分
）
、
一
〇
七
八
番
の
一
部
（
標
柱
九
号
と
一
号
を
結
ん

だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
〇
八
一
番
、
一
〇
八
二
番
の
一

部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一

〇
八
三
番
の
一
部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側

の
部
分
）
、
一
〇
八
八
番
三
の
一
部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を

結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一
〇
四
番
一
か
ら
一
一
〇

四
番
四
ま
で
、
一
一
〇
四
番
五
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号

を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
〇
四
番
六
の
一
部

（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一

〇
四
番
三
〇
の
一
部
（
標
柱
六
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一
〇
九
番
四
の
一
部
（
標
柱

七
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一
一
一
番

の
一
部
（
標
柱
八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部

分
）
、
一
一
一
二
番
か
ら
一
一
一
五
番
ま
で
、
一
一
二
〇
番

五
、
一
一
二
五
番
一
、
一
一
二
五
番
二
、
一
一
二
六
番
、

一
一
二
八
番
、
一
一
三
〇
番
二
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号

を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
三
三
番
の
一
部

（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一

三
四
番
、
一
一
三
五
番
一
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結

ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
三
五
番
三
の
一
部
（
標
柱

六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
一
一
三
五
番

五
の
一
部
（
標
柱
五
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ

線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一
三
八
番
の
一
部
（
標
柱
五
号

と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
一
一
七
一
番
六
の

一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
及

び
一
一
七
一
番
八
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
七
号
を
結
ん
だ
線

の
西
側
の
部
分
）

大
園
Ｄ

大
分
市

河
原
内

上
平　

三
八
二
八
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号
、
四
号
、
一
号
及
び
二

号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
三
八
二
八
番
二
の

一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
及
び

標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
三
八
二

八
番
四
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の

部
分
）
、
三
八
二
八
番
五
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結

ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
三
八
二
九
番
一
の
一
部
（
標
柱

一
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、

三
八
三
〇
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
か
ら
四
号
ま
で
を
順
次
結

（
告
示
）

辻　
　

ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
三
八
三
五
番
の
一
部
（
標
柱
三

号
、
四
号
及
び
一
号
を
順
次
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
及

び
三
八
三
六
番
一
の
一
部
（
標
柱
四
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線

の
北
側
の
部
分
）

三
八
二
九
番
二
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の

東
側
の
部
分
）

二
号
廻

栖　
　

大
分
市

廻
栖
野

安
友
谷

岡
鶴　

二
〇
六
四
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
西

側
の
部
分
）
、
二
〇
六
六
番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を

結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
、
二
〇
六
七
番
の
一
部
（
標
柱

一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部
分
）
及
び
二
〇
七
五

番
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部

分
）

二
二
〇
〇
番
及
び
二
二
二
五
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
一
号

を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
二
二
〇
一
番
の
一
部
（
標

柱
六
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
二
二
〇
二

番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
一
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部

分
）
、
二
二
〇
三
番
の
一
部
（
標
柱
六
号
と
一
号
を
結
ん
だ

線
の
南
側
の
部
分
）
、
二
二
〇
四
番
、
二
二
〇
五
番
二
の
一

部
（
標
柱
五
号
と
六
号
を
結
ん
だ
線
の
南
側
の
部
分
）
、
二

二
二
一
番
、
二
二
二
二
番
、
二
二
二
三
番
三
、
二
二
二
四

番
、
二
二
二
六
番
一
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ

線
の
西
側
の
部
分
）
、
二
二
二
六
番
二
、
二
二
二
八
番
か
ら

二
二
三
一
番
ま
で
、
二
二
三
二
番
一
、
二
二
三
二
番
二
、
二

二
四
四
番
一
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東

側
の
部
分
）
、
二
二
四
五
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を

結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
二
四
六
番
一
の
一
部
（
標

柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
二
四
六

番
二
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四
号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部

分
）
、
二
二
四
七
番
か
ら
二
二
五
〇
番
ま
で
、
二
二
五
一
番

一
の
一
部
（
標
柱
一
号
と
二
号
を
結
ん
だ
線
の
西
側
の
部

分
）
、
二
二
五
一
番
二
、
二
二
五
二
番
の
一
部
（
標
柱
二
号

と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
二
五
三
番
か
ら

二
二
五
八
番
ま
で
、
二
二
五
九
番
の
一
部
（
標
柱
三
号
と
四

号
を
結
ん
だ
線
の
東
側
の
部
分
）
、
二
二
六
〇
番
一
の
一
部

（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）
、
二
二

六
一
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の

部
分
）
、
二
二
六
二
番
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん

だ
線
の
北
側
の
部
分
）
並
び
に
二
二
六
三
番
の
一
部
（
標
柱
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五

（
告
示
）

山
際
谷

二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の
北
側
の
部
分
）

二
二
六
四
番
一
の
一
部
（
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
の

北
側
の
部
分
）

こ
れ
ら
の
土
地
に
伴
う
国
有
地
等
無
番
地
の
全
部

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
佐
賀
関
都
市
計
画
区
域
を
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
準
都

市
計
画
区
域
を
指
定
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

準
都
市
計
画
区
域
の
名
称

　
　

佐
賀
関
準
都
市
計
画
区
域

二　

準
都
市
計
画
区
域
に
含
ま
れ
る
土
地
の
区
域

　
　

大
分
市
大
字
佐
賀
関
及
び
大
字
白
木
の
各
一
部

　
　

（
大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
に
備
え
置
く
準
都
市
計
画
区
域
図
の
と
お
り
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
大
分
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
分
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
大
分
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

大
分
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号　

大
分
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び

保
全
の
方
針
（
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
別
府
国
際
観
光
温

　

泉
文
化
都
市
建
設
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

別
府
市
上
野
口
町
一
番
十
五
号　

別
府
市
建
設
部
都
市
政
策
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
中
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
中
津
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

中
津
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
中
津
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
報

六

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

中
津
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

中
津
市
豊
田
町
十
四
番
地
三　

中
津
市
企
画
観
光
部
総
合
政
策
課
ま
ち
づ
く
り
推
進
室

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
日
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
日
田
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

日
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
日
田
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

日
田
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

日
田
市
田
島
二
丁
目
六
番
一
号　

日
田
市
土
木
建
築
部
都
市
整
備
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
佐
伯
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
佐
伯
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

佐
伯
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
佐
伯
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

（
告
示
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

佐
伯
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

佐
伯
市
中
村
南
町
一
番
一
号　

佐
伯
市
建
設
部
都
市
計
画
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
臼
杵
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
臼
杵
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

臼
杵
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
臼
杵
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

臼
杵
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

臼
杵
市
大
字
臼
杵
七
十
二
番
一　

臼
杵
市
都
市
デ
ザ
イ
ン
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
津
久
見
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
津
久
見

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

津
久
見
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
津
久
見
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
報

七

　

ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

津
久
見
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

津
久
見
市
宮
本
町
二
十
番
十
五
号　

津
久
見
市
ま
ち
づ
く
り
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
竹
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
竹
田
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

竹
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
竹
田
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

竹
田
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

竹
田
市
大
字
会
々
千
六
百
五
十
番
地　

竹
田
市
建
設
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
豊
後
高
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
豊
後

高
田
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

豊
後
高
田
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
豊
後
高
田
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ

　

ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

豊
後
高
田
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

豊
後
高
田
市
是
永
町
三
十
九
番
地
三　

豊
後
高
田
市
建
設
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
杵
築
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
杵
築
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

杵
築
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
杵
築
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

杵
築
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

杵
築
市
大
字
杵
築
三
百
七
十
七
番
地
一　

杵
築
市
企
画
財
政
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
宇
佐
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
宇
佐
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

（
告
示
）



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
報

八

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

宇
佐
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
宇
佐
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

宇
佐
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

宇
佐
市
大
字
上
田
千
三
十
番
地
の
一　

宇
佐
市
建
設
水
道
部
都
市
計
画
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
三
重
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
三
重
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

三
重
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
三
重
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

三
重
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

豊
後
大
野
市
三
重
町
市
場
千
二
百
番
地　

豊
後
大
野
市
建
設
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
挾
間
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
挾
間
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

挾
間
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
挾
間
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

挾
間
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
百
二
番
地　

由
布
市
都
市
景
観
推
進
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
湯
布
院
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
湯
布
院

都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

湯
布
院
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
湯
布
院
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

　

ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

湯
布
院
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
百
二
番
地　

由
布
市
都
市
景
観
推
進
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
東
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
国
東
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

（
告
示
）



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
報

九

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

国
東
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
国
東
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

国
東
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

国
東
市
国
東
町
鶴
川
百
四
十
九
番
地　

国
東
市
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
日
出
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
日
出
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

日
出
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
日
出
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

日
出
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

速
見
郡
日
出
町
二
千
九
百
七
十
四
番
地
一　

日
出
町
都
市
建
設
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
玖
珠
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
玖
珠
都
市

計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

玖
珠
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針
（
玖
珠
都
市
計
画
区
域
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

　
　

玖
珠
都
市
計
画
区
域

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
百
六
十
八
番
地
の
五　

玖
珠
町
企
画
商
工
観
光
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
大
分
都
市
計
画
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

大
分
都
市
計
画
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
区
域
名

市
町
村
名

変
更
区
分

市
街
化
区
域
面
積

市
街
化
調
整
区
域
面
積

大
分
都
市
計
画
区
域

大
分
市

変
更
前

一
一
、
二
九
四

ヘ
ク
タ
ー
ル

二
四
、
八
一
一

ヘ
ク
タ
ー
ル

変
更
後

一
一
、
二
八
八

ヘ
ク
タ
ー
ル

二
四
、
八
一
七

ヘ
ク
タ
ー
ル

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）　

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号　

大
分
市
都
市
計
画
部
都
市
計
画
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

（
告
示
）



令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
報

一
〇

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化

調
整
区
域
を
変
更
し
た
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

別
府
国
際
観
光
温
泉
文
化
都
市
建
設
計
画
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域

二　

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
区
域
名

市
町
村
名

変
更
区
分

市
街
化
区
域
面
積

市
街
化
調
整
区
域
面
積

別
府
国
際
観
光
温
泉
文

化
都
市
建
設
計
画
区
域

別
府
市

変
更
前

二
、
八
一
七

ヘ
ク
タ
ー
ル

五
、
七
六
九

ヘ
ク
タ
ー
ル

変
更
後

二
、
八
一
八

ヘ
ク
タ
ー
ル

五
、
七
六
九

ヘ
ク
タ
ー
ル

　
　

（
区
域
は
、
別
図
の
と
お
り
）　

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

　
　

別
府
市
上
野
口
町
一
番
十
五
号　

別
府
市
建
設
部
都
市
政
策
課

　

（
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
変
更
に
係
る
図
書
の
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

　

放
置
車
両
の
確
認
事
務
委
託
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
（
平
成
十
七
年
大
分
県
告
示
第
九
百
八
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
二
十
六
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
三
条
第
二
項
中
「
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
」
を
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
に
改
め

る
。

　

第
一
号
様
式
中
「代

表
者
名　
　
　
　
　
㊞

」
を
「代

表
者
名　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
「
大
分
県
に
お
け
る
入
札
の
参
加
、
見
積
り
、
契
約
の
締
結
、
代
金
の

請
求
及
び
受
領
等
そ
の
他
一
切
の
商
取
引
」
を
「
契
約
の
締
結
等
」
に
改
め
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「氏　
名　
　
　
　
　
㊞

」
を
「氏　

名　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「代　

表　
者　
名　
　
　
　
　
㊞

」
を
「代　

表　
者　
名　
　
　
　
　
　

」
に
改
め

る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
警

察

本

部

訓

令

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
８
号

警
　
察
　
本
　
部
　

警
　
　
察
　
　
署
　

　
大
分
県
警
察
少
年
補
導
職
員
の
手
帳
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
令
和
３
年
３
月
2
6
日

大
分
県
警
察
本
部
長
　
竹
　
迫
　
宜
　
哉
　

　
（
趣
旨
）

第
１
条
　
こ
の
規
程
は
、
少
年
補
導
職
員
（
大
分
県
警
察
の
組
織
に
関
す
る
規
則
（
平
成
６
年
大
分
県
公
安

　
委
員
会
規
則
第
１
号
）
第
6
0
条
の
２
に
定
め
る
少
年
補
導
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
貸
与
す
る
少

　
年
補
導
職
員
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
制
式
、
取
扱
い
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

　
の
と
す
る
。

　
（
制
式
）

第
２
条
　
手
帳
の
制
式
は
、
別
図
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
貸
与
事
務
）

第
３
条
　
手
帳
の
貸
与
に
関
す
る
事
務
は
、
警
務
部
施
設
装
備
課
長
（
以
下
「
施
設
装
備
課
長
」
と
い

　
う
。
）
が
行
う
。

２
　
施
設
装
備
課
長
は
、
手
帳
の
貸
与
及
び
返
納
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
も
の
と
す
る
。

　
（
携
帯
及
び
提
示
）

第
４
条
　
少
年
補
導
職
員
は
、
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
手
帳
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
た
だ
し
、
生
活
安
全
部
人
身
安
全
・
少
年
課
長
（
以
下
「
人
身
安
全
・
少
年
課
長
」
と
い
う
。
）
が

　
職
務
の
性
質
上
携
帯
し
な
い
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
少
年
補
導
職
員
は
、
職
務
の
執
行
に
当
た
り
、
そ
の
身
分
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
手
帳
を
提
示

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）
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（
遵
守
事
項
）

第
５
条
　
少
年
補
導
職
員
は
、
手
帳
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
⑴
　
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
な
い
こ
と
。

　
⑵
　
亡
失
、
盗
難
、
損
傷
等
（
以
下
「
亡
失
等
」
と
い
う
。
）
の
防
止
に
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
。

　
⑶
　
携
帯
し
な
い
と
き
は
、
施
錠
設
備
の
あ
る
場
所
に
保
管
す
る
こ
と
。

　
⑷
　
職
務
以
外
で
手
帳
を
携
帯
し
、
又
は
使
用
し
な
い
こ
と
。
　

　
（
保
管
依
頼
）

第
６
条
　
少
年
補
導
職
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
所
属
長
に
対
し
て
、
手
帳
の

　
保
管
を
依
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⑴
　
手
帳
の
携
帯
を
必
要
と
し
な
い
長
期
研
修
等
に
参
加
す
る
場
合

　
⑵
　
休
職
等
に
よ
り
長
期
間
勤
務
し
な
い
場
合

　
⑶
　
そ
の
他
所
属
長
が
所
属
に
お
け
る
保
管
が
適
当
と
認
め
る
場
合

２
　
所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
管
の
依
頼
を
受
け
た
手
帳
に
つ
い
て
は
、
施
錠
設
備
の
あ
る
保
管

　
庫
等
に
保
管
し
、
亡
失
等
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
保
管
状
況
の
確
認
）

第
７
条
　
所
属
長
は
、
毎
月
１
回
以
上
、
手
帳
の
保
管
状
況
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
再
交
付
）

第
８
条
　
少
年
補
導
職
員
は
、
手
帳
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
、
又
は
手
帳
を
亡
失
等
し
た
と
き
は
、
施

　
設
装
備
課
長
に
対
し
、
手
帳
の
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
返
納
）

第
９
条
　
少
年
補
導
職
員
は
、
退
職
等
に
よ
り
そ
の
身
分
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
施
設
装
備
課
長

　
に
手
帳
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
報
告
）

第
1
0
条
　
少
年
補
導
職
員
は
、
手
帳
を
亡
失
し
、
又
は
盗
み
取
ら
れ
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
状
況
を
所
属

　
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
事
実
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
人
身

　
安
全
・
少
年
課
長
を
経
由
し
て
警
察
本
部
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
委
任
）

第
1
1
条
　
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
手
帳
の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
身
安
全
・
少
年

　
課
長
が
定
め
る
。

　
　
　
附
　
則

（
警
察
本
部
訓
令
）

　
（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
訓
令
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
　

　
（
少
年
補
導
職
員
の
制
服
及
び
少
年
補
導
職
員
手
帳
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
）

２
　
少
年
補
導
職
員
の
制
服
及
び
少
年
補
導
職
員
手
帳
に
関
す
る
規
程
（
平
成
1
2
年
訓
令
乙
（
少
年
）
第
４

　
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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別
図１

本
体

２
証
票

３
記
章

備
考
１

本
体
は
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
革
製
二
つ
折
と
し
、
黒
色
の
ひ
も
を
付
け
る
。

２
証
票
入
れ
は
、
無
色
透
明
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
と
し
、
証
票
に
表
示
さ
れ
た
事
項
を
外
部
か
ら
確

認
で
き
る
も
の
と
す
る
。

３
証
票
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
と
し
、
写
真
（
脱
帽
上
半
身
の
も
の
）
を
印
刷
し
、
又
は
貼
り
付

け
、
ホ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
日
章
を
表
示
す
る
。

４
記
章
は
、
金
属
製
と
し
、
光
線
部
分
を
銀
色
、
「
大
分
県
警
察
」
及
び
「
Ｐ
Ｏ
Ｌ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
」
の
文

字
を
黒
色
、
そ
の
他
の
部
分
を
金
色
で
表
示
す
る
。


